
事務事業名 事業概要
実施
年度

担当課

地域ケア会議
個別ケース検討を通じて高齢者個人及び地域の
課題を抽出し、支援・解決方法を考える。

Ａ 介護サービス課

要援護者見守り支援
ネットワーク事業

要援護者が住み慣れた地域で安心して暮らし続
けるため、地域、団体、行政等で連携し、見守
り支えていくネットワークの体制を整備する。

Ａ 介護サービス課

女性消防団独居高齢者
訪問事業

独居高齢者宅を訪問し、火災予防の指導を行
う。

Ａ 防災交通課

(ｲ)
介護保険運営協議会及び地域
包括支援センター運営協議会

高齢者福祉計画・介護保険事業計画に基づく施
設等の整備について定期的に進捗管理を行う。

Ａ 介護サービス課

総合相談事業
地域包括支援センターで高齢者に関する相談を
受け付ける。

Ａ 介護サービス課

消費生活相談事業
だまされないための消費生活出前講座を開設し
て、高齢者の被害撲滅を推進する。

Ａ 商工観光課

(ｴ) 福祉のまちづくり事業 バリアフリー化された歩道の整備を行う。 Ａ 建設課

《課題目標を達成するため実施する事業》

課題分類

(ｱ)

(ｳ)
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境
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５．高齢者

【施策の方向性】

課
題
目
標

　①　暮らしやすい環境整備
　（ア）地域包括ケアシステムの体制づくり
　（イ）高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく施設等の整備
　（ウ）高齢者相談体制の充実
　（エ）道路、公園、公共施設等のバリアフリー化
　（オ）人権尊重の意識を高める教育・啓発の推進
　②　社会参加の推進
　（ア）学習機会、社会参加機会の充実
　（イ）生きがいづくり支援
　（ウ）就労機会の提供
　③　介護保険制度の充実
　（ア）利用者への情報提供
　（イ）相談体制の充実
　（ウ）介護サービス適正化の推進
　④　生活支援体制の整備・充実
　（ア）介護予防の充実
　（イ）生活支援サービス・認知症高齢者対策の推進
　（ウ）権利擁護事業の支援
　（エ）虐待防止対策の充実
　⑤　介護保険の安定化、年金制度の周知
　（ア）健診や生活習慣病の予防
　（イ）後期高齢者医療制度についての広報
　（ウ）国民年金制度の周知及び啓発
　（エ）保険料免除制度の啓発

　高齢者が安心して活動的な暮らしができるように、社会環境の整備・充実を図る施策を展開するとともに、
生き生きと暮らせる社会の実現を目指すための啓発を行い、地域や事業者、行政が一体となり高齢者の積極的
な社会参加を支援します。また、高齢者が元気に過ごすことができるよう生活支援の整備、保険の安定化や年
金制度の周知を図ります。
　介護保険については、今後の高齢者介護の実態を見据えながら、介護保険の基本理念である高齢者の自立支
援と尊厳の保持を基本とし、「朝倉市介護保険事業計画」に基づき介護予防及び地域ケアへの展開等を推進し
ます。
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事務事業名 事業概要
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担当課課題分類

固定資産税の減額制度
住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、居
住部分に対する固定資産税額の一部を減額する
制度がある。

Ａ 税務課

コミュニティバス事業

高齢者や障がい者等の交通弱者の生活を支援す
るため、公共交通の維持確保を図る。
運行車両については、基本的に福祉対応車両を
用いる。

Ａ 防災交通課

(ｵ) 人権セミナー
人権セミナーを開催し、高齢者の人権に対する
関心と理解を深めてもらう取り組みを実施す
る。

Ａ 人権・同和対策課

高齢者の学習機会の充実
各地区コミュニテイ活動において、高齢者の学
習機会が持てるよう支援する。

Ａ 文化・生涯学習課

文学講座・上映会等

図書館事業として、高齢者が生き生きと生活で
きるように、文学講座や月２回の上映会を実施
する。また、社会福祉協議会への出前お話会を
実施する。

Ａ 文化・生涯学習課

巡回文庫

図書館を利用するのに交通機関が少ない高齢者
に対して、本と親しむことができるよう地域コ
ミュニティや福祉施設などを巡回して、本の団
体貸出を行う。

Ａ 文化・生涯学習課

環境啓発事業

地域の高齢者団体を中心に市内要所において、
春・秋の２回花植栽及び管理を行ってもらうこ
とにより、市民の環境美化への参画を推進す
る。

Ａ 環境課

シルバー人材センター及び
老人クラブ連合会への支援

高齢者の就労機会の提供、生きがいづくり、健
康づくりを図る。

Ａ 介護サービス課

公園長寿命化対策支援事業
公園の健康遊具・外灯を更新することで、健康
づくりに寄与し社会参加の推進を図る。

Ａ 都市計画課

認定申請等窓口付随事務 パンフレット活用により情報を提供する。 Ａ 介護サービス課

出前講座
制度全般及び要望の分野の専門的講座により周
知・啓発する。

Ａ 介護サービス課

苦情・相談受付体制の整理
「用件受付の対応簿」により適宜問題を整理
し、問題解決、再発防止のため意見アドバイス
を行う。

Ａ 介護サービス課

高齢者総合相談
高齢者に関する様々な問題について、相談を受
ける。

Ａ 介護サービス課

要介護認定や介護給付の適正化を図る。 Ａ 介護サービス課

介護事業者への実施指導を行い、介護サービス
の質の向上を図る。

Ａ 介護サービス課

④ (ｱ) 介護予防支援事業
介護予防サービスを適切に確保し、できるだけ
要介護状態にならないようにする。

Ａ 介護サービス課

介護サービス適正化事業

(ｴ)

(ｱ)
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事務事業名 事業概要
実施
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担当課課題分類

(ｲ) 認知症サポーター養成講座
認知症についての正しい知識を普及し、認知症
の人や家族を支えられるような地域をつくる。

Ａ 介護サービス課

(ｳ) 権利擁護事業

自立した生活が困難な状況にある高齢者が、地
域で尊厳のある生活を送れるよう虐待防止や成
年後見制度等の普及活用も含め必要な支援を行
う。

Ａ 介護サービス課

特定健康診査事業
国保加入の４０歳から７５歳未満の方を対象に
特定健診を実施し、生活習慣病予防のための支
援を行う。

Ａ 健康課

がん検診事業
住民健診を充実させ、疾病の予防、早期発見・
早期治療を推進する。

Ａ 健康課

健康相談事業
生活習慣病の予防、健康保持のための相談を実
施する。

Ａ 健康課

地域支援事業
地域において介護予防教室を実施し、運動や栄
養等総合的な保健指導を行う。

Ａ 健康課

健康づくり推進事業
健康づくり推進員を設置・養成し、地域の特性
を生かした地域主体の自主的な健康づくり活動
の支援を行う。

Ａ 健康課

(ｲ) 後期高齢者医療制度

毎月の保険証交付式の際の制度説明会の開催や
保険証や保険料の通知にチラシ等の同封、更に
は、ホームページや広報紙等へ制度内容の掲載
をすることにより制度の周知を図る。

Ａ 保険年金課

(ｳ) 国民年金制度
国民年金制度の内容について広報紙等を活用し
周知する。

Ａ 保険年金課

介護保険料減免制度

制度の周知を図るとともに、災害により財産に
著しい損害を受けた場合、生計中心者が失業等
により所得が激減した場合及び生活保護を受け
ない要保護者である場合は、規定により減免す
る。

Ａ 介護サービス課

後期高齢者医療保険料
減免制度

災害や心身の故障、事業の休廃止等により保険
料の納付が困難なときは、保険料が減免される
場合があるため、この制度を広報紙やホーム
ページに掲載するとともに、保険料決定通知時
にチラシを同封したり出前講座や保険証交付式
で説明する等して制度の周知を図る。

Ａ 保険年金課

国民年金保険料免除制度
保険料を納付できない人のために法定免除や申
請免除等について広報紙等により情報を提供す
る。

Ａ 保険年金課

(ｱ)
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